
 

笑顔でごはんフードパントリー事業 実施要領 
 

 

１ 目   的  地域で孤立しがちなひとり親家庭等に対して、食を入口とした繋がりを絶や

さないための事業であり、ボランティア団体等を通じて食料品等を届け、地

域とのつながりづくりを目的とする。 
 

２ 実 施 期 間    令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日  
 

３ 対 象 者  ひとり親家庭や生活困窮にあるこどものいる者（世帯）のうち、次のとおり

とする。 

（１）フードパントリーを実施するボランティア団体等が把握する支援を必

要とする者 

（２）コミュニティソーシャルワーカー（以下「ＣＳＷ」という。）、民生委 

員・児童委員、関係機関等が把握する支援を必要とする者 

（３）その他、社会福祉法人所沢市社会福祉協議会（以下「本会」という。） 

会長が必要と認める者 
 

 ４ 実 施 内 容   フードパントリーを実施するボランティア団体等を通じて、対象世帯へ食料

品等を配布する。 
 

５ 実 施 方 法  （１）本会に食料品等の提供を希望するフードパントリーを実施するボランテ 

ィア団体等は、本会へ「笑顔でごはんフードパントリー実施計画書」（様 

式第１号）を提出し、実施後は「笑顔でごはんフードパントリー受付名 

簿」（様式第２号）を提出するものとする。 

（２）「笑顔でごはんフードパントリー事業」を利用する対象者（世帯）は、 

「笑顔でごはんフードパントリー利用申請書」（様式第３号）をフードパ 

ントリーを実施するボランティア団体等を通じて本会へ提出する。 

（３）実施にあたり、世帯が孤立しないよう、必要に応じて本会の CSW が各 

関係機関と連携するものとする。なお、CSW は実施団体が主体的に活 

動できるよう側面的に支援する。 

 
 

６ 財   源  財源は次のとおりとし、本年度予算の範囲内とする。 

  所沢市こども未来基金 

赤い羽根共同募金配分金 

所沢市社会福祉協議会会費    

 

 ７ 個人情報の取り扱い  登録者に関する個人情報は、社会福祉法人所沢市社会福祉協議会個人情報保 

護規程に基づき、適正に管理するものとする。 
 
 

８ そ の 他  その他の実施事項は別に定める運用細則によるものとする。 
 

９ 問 合 せ 先  社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 地域福祉推進課 

〒３５９－１１１２ 所沢市泉町１８６１－１  

所沢市こどもと福祉の未来館３階 

電話：０４-２９２５‐００４１  FAX：０４－２９２５－３４１９ 


